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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

中間会計期間
第72期

中間会計期間
第71期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (千円) 1,038,138 1,121,929 2,103,166

経常損失(△) (千円) △15,644 △1,927 △28,308

中間（当期）純損失(△) (千円) △28,287 △9,533 △85,325

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) 50,000 50,000 50,000

発行済株式総数 (株)

普通株式 2,855,699 2,855,699 2,855,699

Ａ種優先株式 1 1 1

Ｂ種優先株式 1 1 1

純資産額 (千円) 18,032 △49,721 △40,181

総資産額 (千円) 971,691 983,965 967,114

１株当たり中間（当期）
純損失(△)

(円) △16.93 △10.36 △43.95

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円)

普通株式 ─ ─ ─

Ａ種優先株式 ─ ─ ─

Ｂ種優先株式 ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 1.9 △5.1 △4.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △32,021 5,733 △29,643

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △71,061 △24,946 △100,370

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 69,990 19,993 109,990

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 56,195 70,044 69,265
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(注）１ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２ 持分法を適用すべき関連会社はありません。

３ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

当社は、前事業年度までにエネルギー価格や人件費、原材料価格の上昇などで営業損失及び経常損失並びに当期純

損失を計上し、債務超過になっていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

ります。

当該状況を解消すべく、当社は以下の取組みを継続していきます。

①営業施策による売上高・客数向上

2023年９月より店舗従業員の労働環境改善のため、全店の閉店時間を22時から21時に前倒ししておりましたが、パ

ート時給の積極的改定等で人員体制が整った店舗より順次従来の営業時間に変更しており、引き続き店舗人員不足を

解消させることで安定した営業体制を取ってまいります。

また、当中間会計期間において、中華そばの季節メニュー「冷やしチャーシュー中華そば」「冷やし担担麺」等を

導入し、お客様より好評をいただいております。今後も中華そばの季節メニューを適時導入することにより、新規顧

客の獲得及び来店頻度の向上を図ってまいります。

さらに、2024年10月に自社アプリのバージョンアップを実施したことにより、これまで以上にお客様一人ひとりの

特性に応じたきめ細やかなプロモーションが可能となり、今後もこれまで以上にクーポンの定期配信を実施する等、

アプリ活用を推進することで「香の川製麺」ブランドのファンの来店頻度をさらに高める活動を進めてまいります。

また、お客様の便宜性をさらに高め、新規顧客の獲得及び来店頻度の向上を図るために、2025年９月よりQR決済導

入の検証を行っており、今後は導入拡大について検討をしてまいります。

②商品施策による収益率の改善

当中間会計期間において、原価率の低いカテゴリー「中華そば」は順調に販売数を伸ばし、また材料となる中華そ

ばやソース類の内製化を進めたことで、原価率低減に貢献しております。今後も、うどん・丼・中華そばのメニュー

構成を販売価格や原価率を考慮しながら適切にコントロールするとともに、内製化をさらに進めることで、さらなる

原価率低減を進めてまいります。

また、昨今高騰している米の仕入れ対策として、より安価で安定した仕入先への変更を進めることや、米を使用す

る商品の構成比を抑えるため、原価率の低いうどんや中華そばの販売構成比を高める施策を進めることにより、原価

の高騰を抑制してまいります。

さらに、人件費やエネルギー価格の上昇によるコスト増加の影響は大きいため、高単価で収益性の高い商品の積極

導入に加え、適正な販売価格への継続的な見直しを行い、収益率の維持に努めてまいります。

③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上

店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント

（３～４店舗を統括する責任者）制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、既に導入しているスー

パーインテンデントの管理業務支援システムを、新規採用社員でも短期間で効果的に活用できるよう、教育体制を充

実させ、早期戦力化を推進してまいります。

また、直近売上高実績を元に適正な人員投入を実施し、週ごとに詳細な分析を実施することで、人件費コントロー

ルを実現してまいります。

これにより、全店舗での適切なコストコントロールを徹底し、収益改善及び業績の向上を継続してまいります。

当社は、金融機関等との緊密な連携のもと、コミットメントライン契約を利用し、十分な資金調達を実施すること

で財務基盤の安定化を図りながら、当該状況の解消、改善に努めてまいります。なお、「第４ 経理の状況 １ 中

間財務諸表 注記事項 （追加情報）」に記載のとおり、親会社である株式会社ジョイフルを借入先とする長期借

入金の返済猶予の申入れについて、同社の同意を得ております。

以上の各施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当中間会計期間におけるわが国経済は、個人消費において持ち直しの動きがみられ、緩やかな回復傾向がみられま

したが、エネルギー価格や原材料価格の高騰、為替相場における円安の長期化、不安定な国際情勢、米国の通商政策

による影響など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

外食業界においては、個人消費やインバウンド消費は増加傾向にありますが、昨今の米の価格の高騰や、エネルギ

ー価格、人件費、原材料価格の上昇など、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような環境のもと、当社は持続的成長且つ収益基盤の安定化に向けた収益力向上を実現するため、以下の取組

みを行っております。

①営業施策による売上高・客数向上

当中間会計期間は主力商品であるうどんを中心に、麺をお値段そのままで３玉まで増量できるサービスは堅持しつ

つ、付加価値の高い高単価商品である中華そばの季節メニュー「冷やしチャーシュー中華そば」「冷やし担担麺」等

を導入し、お客様より好評をいただいております。

また、自社アプリにおいて100円値引きクーポンを配信するなどの販促施策を実施した結果、アプリ登録会員の来

店頻度が向上しております。

②商品施策による収益率の改善

当社は、「カミサリー」（食品加工工場）の活用により、店舗オペレーションの効率化と原価管理の精度向上を図

り、収益率の改善に取り組んでおります。当中間会計期間においても、フェアメニューへの自社加工品の追加や、ソ

ース類の内製化をさらに進めたことで、社内加工比率のさらなる向上を実現いたしました。これにより、高価格帯で

ありながら低原価率の商品構成比が拡大し、全体としての原価率低減につながっております。

また、昨今高騰している米の仕入れ対策として、うどん・丼・中華そばの３カテゴリーの販売構成比を適切にコン

トロールすることで、原価率への影響を最小限に抑えております。

さらに、仕入価格の変動が大きい食材の輸入比率を減少させることで、さらなる原価率の低減を進めております。

③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上

店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント

（３～４店舗を統括する責任者）制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデン

トの管理業務を支援する情報処理システムを導入しております。

また、上記システムを活用して、日々の食材ロスの管理状況を見える化することで、食材廃棄ロスの削減につなげ

ております。

当中間会計期間は新規出店を行っていないため、店舗数は26店舗で前事業年度末から変更ありません。

以上の結果、当中間会計期間の売上高は1,121,929千円（前年同期比8.1%増）、営業損失は7,720千円（前年同期は

営業損失21,814千円）、経常損失は1,927千円（前年同期は経常損失15,644千円）、中間純損失は9,533千円（前年同

期は中間純損失28,287千円）となりました。
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(2)財政状態の分析

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末比16,851千円増加して983,965千円となりました。主な要因は、

建物（純額）の増加9,241千円、工具、器具及び備品（固定資産その他）の増加7,119千円等によるものです。負債

は、前事業年度末比26,391千円増加して1,033,687千円となりました。主な要因は、短期借入金の増加20,000千円、

未払消費税等（流動負債その他）の増加10,504千円、未払金の増加8,507千円、未払法人税等の減少7,331千円、買掛

金の減少6,921千円等によるものです。純資産は、前事業年度末比9,540千円減少して△49,721千円となりました。主

な要因は、繰越利益剰余金の減少9,533千円によるものです。この結果、当中間会計期間末の自己資本比率は、前事

業年度末比0.9ポイント減少し、△5.1%となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比779千円増加し、70,044千円となりまし

た。その要因は営業活動により5,733千円増加、投資活動により24,946千円減少、財務活動により19,993千円増加し

たことによるものであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間比37,754千円増加して5,733千円となりました。営業活動

によるキャッシュ・フローの主な内訳は減価償却費11,497千円、仕入債務の減少額6,921千円、未払消費税等の増加

額10,504千円、その他の資産の増加額4,026千円、その他の負債の増加額10,341千円、法人税等の支払額14,937千円

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間比46,115千円増加して△24,946千円となりました。投資活

動によるキャッシュ・フローの内訳は有形及び無形固定資産の取得による支出27,717千円、貸付金の回収による収入

2,770千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間比49,997千円減少して19,993千円となりました。財務活動

によるキャッシュ・フローの内訳は短期借入金の増加額20,000千円、自己株式の取得による支出６千円であります。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

３ 【重要な契約等】

特記すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,180,000

Ａ種優先株式 1

Ｂ種優先株式 1

計 6,180,000

（注）「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定

されている発行可能株式総数を記載しております。

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年11月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,855,699 2,855,699
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株で
あります。

Ａ種優先株式 1 1 ― （注）１,２

Ｂ種優先株式 1 1 ─ （注）３,４

計 2,855,701 2,855,701 ― ―

（注）１ Ａ種優先株式は、現物出資（債務の株式化400,000千円）によって発行されたものであります。

２ Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は１株であります。

(2) 優先配当金

①優先配当金

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記

録されたＡ種優先株式の株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下

「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１

株につき、②に定める額の配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を金銭にて支払う。但し、当該剰余

金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてＡ種

優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。

②優先配当金の額

Ａ種優先株式１株あたりのＡ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式１株あたりの払込金額に年率2.0％を乗

じて算出した金額（当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基準日

が2015年３月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。）（いずれも同日を含む。）から

当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算によ

り算出される金額とし、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）とする。

③累積条項

ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う１株あたりの剰余金の配

当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事

業年度以降に累積する。累積した不足額（以下「Ａ種累積未払配当金」という。）については、当該翌事業

年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して配当

する。

④非参加条項

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(3) 残余財産の分配

①残余財産の分配額

当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対

して、Ａ種優先株式１株あたり下記に定める金額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）を下記優先順位
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に定める支払順位に従い、支払う。Ａ種残余財産分配額は、Ａ種優先株式１株あたり、(ⅰ)400,000,000円、

（ⅱ）解散日におけるＡ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）400,000,000円に、解散日が属する事業年度の

初日（但し、当該事業年度中の日を基準日としてＡ種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の

うち最終の基準日の翌日）（いずれも同日を含む。）から解散日の前日（同日を含む。）までの期間に対し

て年率2.0％の利率で計算される金額（かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることに

より算出した額とし、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）の和とする。

②非参加条項

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

(4) 議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(5) 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を

除き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等

当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当

社は、Ａ種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、Ａ

種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

(7) 優先株式の金銭対価の取得条項

当社は、Ａ種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、Ａ種優先株式１株につき、下記に

定める金額（以下「Ａ種優先株式強制償還請求価額」という。）の金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の

発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日（以下「Ａ種優先株式強制取得日」という。）に、Ａ

種優先株式を取得することができる。「Ａ種優先株式強制償還請求価額」は、Ａ種優先株式１株あたり、

（ⅰ）400,000,000円、（ⅱ）Ａ種優先株式強制取得日におけるＡ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）

400,000,000円にＡ種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日（但し、当該事業年度中の日を基準日と

してＡ種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日）（いずれも同日を

含む。）からＡ種優先株式強制取得日の前日（同日を含む。）までの期間に対して年率2.0％の利率で計算

される金額（かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円

位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）の和とする。

(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権

Ａ種優先株主は、2029年10月１日以降いつでも、Ａ種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日（以下

「Ａ種優先株式取得請求日」という。）にＡ種優先株式取得請求日における分配可能額（会社法第461条第

２項に定めるものをいう。以下同じ。）を限度として法令上可能な範囲で、Ａ種優先株式１株につき、下記

に定める金額（以下「Ａ種優先株式償還請求価額」という。）の金銭を交付するのと引換えに、Ａ種優先株

式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、Ａ種優先株式

取得請求日に、Ａ種優先株主に対して、取得するＡ種優先株式１株につきＡ種優先株式償還請求価額を交付

する。なお、Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、Ａ種優先株式の取得

を請求することができない。「Ａ種優先株式償還請求価額」は、Ａ種優先株式１株あたり、（ⅰ）

400,000,000円、（ⅱ）Ａ種優先株式取得請求日におけるＡ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）400,000,000

円にＡ種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日（但し、当該事業年度中の日を基準日としてＡ種優先

配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日）（いずれも同日を含む。）から

Ａ種優先株式取得請求日の前日（同日を含む。）までの期間に対して年率2.0％の利率で計算される金額

（かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数

第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）の和とする。

(9) 優先株式の譲渡の制限

譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

(10) 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしていない。

(11) 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。

３ Ｂ種優先株式は、現物出資（デット・エクイティ・スワップ1,600,000千円）によって発行されたものであり

ます。

４ Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は１株であります。

(2) 優先配当金

①優先配当金

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記

録されたＢ種優先株式の株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下

「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１

株につき、②に定める額の配当金（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を金銭にて支払う。但し、当該剰余

金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてＢ種

優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
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②優先配当金の額

Ｂ種優先株式１株あたりのＢ種優先配当金の額は、Ｂ種優先株式１株あたりの払込金額に年率2.0％を乗

じて算出した金額（当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（但し、当該剰余金の配当の基準日

が2022年３月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。）（いずれも同日を含む。）から

当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として日割計算によ

り算出される金額とし、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）とする。

③累積条項

ある事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う１株あたりの剰余金の配

当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事

業年度以降に累積する。累積した不足額（以下「Ｂ種累積未払配当金」という。）については、当該翌事業

年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して配当

する。

④非参加条項

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(3) 残余財産の分配

①残余財産の分配額

当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対

して、Ｂ種優先株式１株あたり下記に定める金額（以下「Ｂ種残余財産分配額」という。）を下記優先順位

に定める支払順位に従い、支払う。Ｂ種残余財産分配額は、Ｂ種優先株式１株あたり、(ⅰ)1,600,000,000

円、（ⅱ）解散日におけるＢ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）1,600,000,000円に、解散日が属する事業

年度の初日（但し、当該事業年度中の日を基準日としてＢ種優先配当金が支払われている場合には、当該基

準日のうち最終の基準日の翌日）（いずれも同日を含む。）から解散日の前日（同日を含む。）までの期間

に対して年率2.0％の利率で計算される金額（かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じる

ことにより算出した額とし、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）の和とす

る。

②非参加条項

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。

(4) 議決権

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(5) 種類株主総会の議決権

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を

除き、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等

当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当

社は、Ｂ種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、Ｂ

種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

(7) 優先株式の金銭対価の取得条項

当社は、Ｂ種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、Ｂ種優先株式１株につき、下記に

定める金額（以下「Ｂ種優先株式強制償還請求価額」という。）の金銭の交付と引換えに、Ｂ種優先株式の

発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日（以下「Ｂ種優先株式強制取得日」という。）に、Ｂ

種優先株式を取得することができる。「Ｂ種優先株式強制償還請求価額」は、Ｂ種優先株式１株あたり、

（ⅰ）1,600,000,000円、（ⅱ）Ｂ種優先株式強制取得日におけるＢ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）

1,600,000,000円にＢ種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日（但し、当該事業年度中の日を基準日

としてＢ種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日）（いずれも同日

を含む。）からＢ種優先株式強制取得日の前日（同日を含む。）までの期間に対して年率2.0％の利率で計

算される金額（かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、

円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）の和とする。

(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権

Ｂ種優先株主は、2037年３月１日以降いつでも、Ｂ種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日（以下

「Ｂ種優先株式取得請求日」という。）にＢ種優先株式取得請求日における分配可能額（会社法第461条第

２項に定めるものをいう。以下同じ。）を限度として法令上可能な範囲で、Ｂ種優先株式１株につき、下記

に定める金額（以下「Ｂ種優先株式償還請求価額」という。）の金銭を交付するのと引換えに、Ｂ種優先株

式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、Ｂ種優先株式

取得請求日に、Ｂ種優先株主に対して、取得するＢ種優先株式１株につきＢ種優先株式償還請求価額を交付

する。なお、Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、Ｂ種優先株式の取得

を請求することができない。「Ｂ種優先株式償還請求価額」は、Ｂ種優先株式１株あたり、（ⅰ）

1,600,000,000円、（ⅱ）Ｂ種優先株式取得請求日におけるＢ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）

1,600,000,000円にＢ種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日（但し、当該事業年度中の日を基準日

としてＢ種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日）（いずれも同日

を含む。）からＢ種優先株式取得請求日の前日（同日を含む。）までの期間に対して年率2.0％の利率で計

算される金額（かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、
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円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。）の和とする。

(9) 優先株式の譲渡の制限

譲渡によるＢ種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

(10) 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしていない。

(11) 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。

５ 優先順位

(1) 配当金

Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金及び普通株式を有する株主

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、

Ｂ種累積未払配当金が第１順位、Ｂ種優先配当金が第２順位、Ａ種累積未払配当金が第３順位、Ａ種優先配

当金が第４順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第５順位とする。

(2) 残余財産の分配

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ｂ種優先株式が第１順

位、Ａ種優先株式が第２順位、普通株式が第３順位とする。

(3) 比例按分

当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行う

ために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額

に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

(4) 償還請求

Ａ種優先株式取得請求日とＢ種優先株式取得請求日が同日の場合において、Ａ種優先株式償還請求価額及

びＢ種優先株式償還請求価額の合計額が当該取得請求日における分配可能額を超えるときは、Ｂ種優先株式

に係る償還請求がＡ種優先株式に係る償還請求に優先されるものとし、Ａ種優先株式については、償還請求

が行われなかったものとみなす。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年９月30日 ―

普通株式
2,855,699

Ａ種優先株式
1

Ｂ種優先株式
1

― 50,000 ― 12,500

(5) 【大株主の状況】

①普通株式
2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ジョイフル 大分県大分市三川新町１丁目１番45号 1,496 52.46

ＧＭＯクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 45 1.58

服部 誠 東京都墨田区 35 1.26

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 32 1.14

三田 保之 愛知県蒲郡市 31 1.09

UBS AG LONDON ASIA EQUITIES
(常任代理人シティバンク、
エヌ・エイ東京支店)

５ BROADGATE LONDON EC２M ２QS UK
(東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

23 0.82

中島 一行 埼玉県川口市 23 0.81

吉江 克己 神奈川県横浜市西区 20 0.70

飯田 幸希 愛知県江南市 19 0.67

上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号 18 0.66

計 ― 1,744 61.18

(注)発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して表示して

おります。
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②Ａ種優先株式
2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ジョイフル 大分市三川新町１丁目１番45号 1 100.00

計 ― 1 100.00

(注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のＡ種優先株式は、議決権を有しておりません。

③Ｂ種優先株式
2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ジョイフル 大分市三川新町１丁目１番45号 1 100.00

計 ― 1 100.00

(注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のＢ種優先株式は、議決権を有しておりません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式 1
Ｂ種優先株式 1

― (注)１

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 3,800

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,846,800
28,468 ―

単元未満株式 普通株式 5,099 ― (注)２

発行済株式総数 2,855,699 ― ―

総株主の議決権 ― 28,468 ―

（注）１ Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容は、「１株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」(注)に記

載しております。

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式97株が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社フレンドリー

大阪府大東市寺川
三丁目12番１号

3,800 ― 3,800 0.13

計 ― 3,800 ― 3,800 0.13

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日ま

で)に係る中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けております。

３ 中間連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当中間会計期間
(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 69,265 70,044

売掛金 4,989 3,237

商品 11,631 11,991

貯蔵品 343 209

前払費用 28,667 32,777

その他 1,155 1,480

流動資産合計 116,052 119,740

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 107,779 117,020

土地 408,234 408,234

その他（純額） 33,411 40,941

有形固定資産合計 549,425 566,196

無形固定資産 4,993 4,423

投資その他の資産

投資有価証券 9,000 9,000

差入保証金 272,615 272,615

その他 15,596 12,559

貸倒引当金 △570 △570

投資その他の資産合計 296,642 293,605

固定資産合計 851,061 864,224

資産合計 967,114 983,965
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当中間会計期間
(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 45,340 38,419

短期借入金 110,000 130,000

１年内返済予定の関係会社長期借入金 93,000 46,500

未払金 101,872 110,379

未払法人税等 14,936 7,605

その他 21,495 32,697

流動負債合計 386,645 365,601

固定負債

関係会社長期借入金 411,500 458,000

再評価に係る繰延税金負債 48,309 48,309

退職給付引当金 2,600 3,308

資産除去債務 146,250 146,478

その他 11,990 11,990

固定負債合計 620,649 668,085

負債合計 1,007,295 1,033,687

純資産の部

株主資本

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 192,754 192,754

利益剰余金 △358,440 △367,974

自己株式 △14,449 △14,456

株主資本合計 △130,135 △139,676

評価・換算差額等

土地再評価差額金 89,954 89,954

評価・換算差額等合計 89,954 89,954

純資産合計 △40,181 △49,721

負債純資産合計 967,114 983,965



― 16 ―

(2) 【中間損益計算書】

(単位：千円)
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

売上高 1,038,138 1,121,929

売上原価 241,420 261,770

売上総利益 796,718 860,159

販売費及び一般管理費 ※ 818,532 ※ 867,879

営業損失（△） △21,814 △7,720

営業外収益

受取利息 194 145

受取家賃 12,960 12,960

設備賃貸料 5,585 4,810

その他 2,062 2,119

営業外収益合計 20,801 20,035

営業外費用

支払利息 1,112 1,906

賃貸費用 7,879 7,879

設備賃貸費用 5,290 4,212

その他 349 244

営業外費用合計 14,631 14,243

経常損失（△） △15,644 △1,927

特別損失

減損損失 5,242 ―

特別損失合計 5,242 ―

税引前中間純損失（△） △20,887 △1,927

法人税、住民税及び事業税 7,400 7,605

法人税等合計 7,400 7,605

中間純損失（△） △28,287 △9,533
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△） △20,887 △1,927

減価償却費 7,023 11,497

減損損失 5,242 ─

賞与引当金の増減額（△は減少） △315 △181

受取利息及び受取配当金 △194 △145

支払利息 1,112 1,906

その他の損益（△は益） △7,088 △7,553

売上債権の増減額（△は増加） 55 1,752

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,634 △227

仕入債務の増減額（△は減少） △3,751 △6,921

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,483 10,504

その他の資産の増減額（△は増加） △3,823 △4,026

その他の負債の増減額（△は減少） 15,545 10,341

小計 △23,197 15,018

利息及び配当金の受取額 1 4

その他の収入 20,607 19,890

利息の支払額 △1,112 △1,906

その他の支出 △13,518 △12,336

法人税等の支払額 △14,800 △14,937

営業活動によるキャッシュ・フロー △32,021 5,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △74,393 △27,717

貸付金の回収による収入 3,331 2,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,061 △24,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 70,000 20,000

自己株式の取得による支出 △9 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,990 19,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,092 779

現金及び現金同等物の期首残高 89,288 69,265

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 56,195 ※ 70,044
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【注記事項】

(追加情報)

（借入金の返済猶予）

当社は、2025年８月12日開催の取締役会において、当社の親会社である株式会社ジョイフルを借入先とする長期

借入金の返済猶予の申入れについて決議し、同社の同意を得ております。

１ 目的

運転資金の安定確保

２ 借入先の名称

株式会社ジョイフル

３ 返済猶予申入れ額

93,000千円

４ 返済猶予申入れの返済日及び返済金額

①2025年９月 46,500千円

②2026年３月 46,500千円

５ 返済猶予後の約定返済日及び返済金額

①2026年９月 46,500千円

②2027年３月 46,500千円

(2026年９月以降の約定返済日を全て１年延長)

(中間損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

雑給 286,443千円 290,725千円

賃借料 150,992千円 161,905千円

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金 56,195千円 70,044千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─ ─

現金及び現金同等物 56,195千円 70,044千円
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(株主資本等関係)

前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、フードサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益は店舗における商品販売の

みであることから、収益の分解情報は省略しております。なお、顧客との契約から生じる収益以外の収益はありま

せん。

(１株当たり情報)

１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり中間純損失（△） △16円93銭 △10円36銭

(算定上の基礎)

中間純損失（△）(千円) △28,287 △9,533

普通株主に帰属しない金額(千円) 20,000 20,000

（うち優先配当額（千円）） (20,000) (20,000)

普通株式に係る中間純損失（△）(千円) △48,287 △29,533

普通株式の期中平均株式数(株) 2,851,836 2,851,819

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

２ 【その他】

第72期(2025年４月１日から2025年９月30日まで）中間配当については、2025年11月10日開催の取締役会におい

て、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年11月７日

株式会社フレンドリー

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ

福 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上 田 知 範

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮 㟢 健

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレン

ドリーの2025年４月１日から2026年３月31日までの第72期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記

について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社フレンドリーの2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点におい

て認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュ

ー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当





と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、中間財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。





【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５の２第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年11月10日

【会社名】 株式会社フレンドリー

【英訳名】 FRIENDLY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八木 徹

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



１ 【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 八木徹は、当社の第72期中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）の半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。






